
 

総務委員会審査日程表  

 

日時  令和６年９月１２日（木）  

午前１０時  開議  

場所  第３・４委員会室  

 

第１  陳情第１１号  政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める

陳情書  

 

第２  議案第４２号  専決処分の承認を求めることについて（令和６年

度流山市一般会計補正予算（第３号））  

 

第３  議案第４３号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第４号）  

 

第４  議案第４４号  流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 

第５  議案第４５号  字の区域及び名称の変更について（新川耕地地区） 

 

第６  所管事務の継続調査について  
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流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

１  改正理由   

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（以下「改正法」という。）による建築基準法（以下

「法」という。）の一部改正に伴い、法の条項ずれが生じたため、手数料条例

の引用条文の整理を行うものである。  

２  改正内容  

流山市手数料条例  別表第９（建築基準法関係）について法改正に伴い引用条

文の整理を行う。  

【改正前】別表第９  建築基準法関係  

手数料を徴収する事務の区分  

４  建築基準法 （中略 ）第 １８条第 １６項の規定による完了の通知に対する検査  

５  建築基準法 （中略 ）第８７条の４において準用する同法第 １８条第 １６項の規定によ

る建築設備に関する完了の通知に対する審査  

６  建築基準法 （中略 ）第８８条第 １項若しくは第２項において準用する同法第 １８条

第 １６項の規定による完了の通知に対する検査  

７  建築基準法 （中略 ）第 １８条第 １９項の規定による特定工程の工事の終了の通知

に対する検査 （（後略 ））  

８  建築基準法 （中略 ）第 １８条第２４項第１号若しくは第２号 （それぞれ同法第８７条

の４又は同法第８８条第 １項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる検査済証の交付を受ける前における建築物、建築設備又は工作物の使用の認

定の申請に対する審査  

【改正後】別表第９  建築基準法関係  

手数料を徴収する事務の区分  

４  建築基準法 （中略 ）第 １８条第２０項の規定による完了の通知に対する検査  

５  建築基準法 （中略 ）第８７条の４において準用する同法第 １８条第２０項の規定に

よる建築設備に関する完了の通知に対する審査  

６  建築基準法 （中略 ）第８８条第 １項若しくは第２項において準用する同法第 １８条

第２０項の規定による完了の通知に対する検査  

７  建築基準法 （中略 ）第 １８条第２８項の規定による特定工程の工事の終了の通知

に対する検査 （（後略 ）） 

８  建築基準法 （中略 ）第 １８条第３８項第１号若しくは第２号 （それぞれ同法第８７条

の４又は同法第８８条第 １項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる検査済証の交付を受ける前における建築物、建築設備又は工作物の使用の認

定の申請に対する審査  

３  施行期日について  

  改正法の政令で定める日と同日。  

令和６年第３回定例会  

総務委員会   

議案第４４号  資料  


